
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ご加入できる方 前田道路株式会社の役員・社員ご本人とそのご家族のみなさま 

■ 保険期間 2026 年 3 月 1 日 ～ 2027 年 3 月 1 日（午後 4 時）までの 1 年間 

■ 保険料のお支払い 2026 年 5 月給与より毎月 

■ お手続き方法 

所定の加入依頼書に必要事項をご記入いただき、押印のうえ、２月１6日（月）必着で 

株式会社ニチユウ 保険部 

宛にご提出ください。 

■ お問い合わせ先 株式会社ニチユウ 保険部  TEL 03-6666-1444 

2026 年版 

前田道路株式会社 役員・従業員の皆さまへ 

団体自転車補償プラン 
交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険 〈賠償責任補償特約付帯〉 

10％ 団体割引 

自転車事故による相手方への賠償や交通事故に
よるご自身のケガへ充実した補償をご提供します。 

交通傷害 賠償責任 
（示談交渉サービス付） 

前田道路株式会社 
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交通事故の補償に加え、高額賠償事故への備えを充実しました。 
賠償責任保険金額は 2億円をご用意しており、安心です♪ 

補償対象者： 
JH1=被保険者本人としてご記名いただいた方（以下、ご本人）、JF1=ご本人、ご本人の配偶者、JK1=ご本人、ご本人の配偶者、ご本
人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま｣ 

※ 賠償責任補償は、ご本人､ご本人の配偶者､ご本人またはその配偶者の｢同居のご親族および別居の未婚のお子さま｣ 

ご契約プラン： 「JH1」：交通事故傷害保険、「JF1」・「JK1」 ：ファミリー交通傷害保険 

概 要 ： 
「交通事故によるケガ」に該当する事故は、交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険として下表の金額のお支払いとなります。 

日常生活に起因する賠償責任事故は国内・国外問わず補償され、国内のみ示談交渉サービスが付帯されます。 

 

 
JH1 JF1 JK1 

本人型 夫婦型 家族型 

死亡・後遺障害保険金額 300 万円 

入院保険金日額 3,000 円 

通院保険金日額 1,500 円 

賠償責任保険金額 2 億円 

月払保険料 380 円 540 円 750 円 

 

 

 

 

 
 

自転車事故であっても 
ケースによっては 

高額な賠償判決も！ 

自転車事故を起こした小５児童の母親に約９，５２０万円の賠償命令 

男子小学生（11 歳）が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車
道の区別のない道路において歩行中の女性（62 歳）と正面衝突。女性
は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。 
神戸地裁は寝たきりとなった女性の喪失利益や介護費など、児童の母親側
へ約 9,520 万円の賠償を命じた。 

（神戸地方裁判所、2013 年 7 月 4 日判決） 
 

日常生活の事故で相手に損害を与えてしまった場合、 
高額な損害賠償金を支払わなくてはならないことがあります。 

1．ご加入プランと保険料表 

※上記保険料は前年度の被保険者数により団体割引 10％を適用したものです｡今年度の被保険者数が 100 名に達しなかった場合は､翌年度､団体

割引率が変更となり､保険料が変更されます。 

※  

 自転車事故で 

約9,520 万円 
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傷害事故例 （死亡、後遺障害、入院、手術、通院） 

日本国内・国外を問わず、交通事故または乗物火災等、下記のような事故により被保険者（保険の補償を受けられる方）が
ケガをされたときに保険金をお支払いします。 

◆すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます｡)の影響によりケガの程度が重大となった場合は､その影響が
なかった場合に相当する保険金(保険金額､日数等に割合を乗じて算出します｡)をお支払いします｡(ケガの原因が病気のみ
に起因する場合は保険金支払の対象とはなりません｡) 

 
 
 
 
 

※急激かつ偶然な外来の事故によるケガがお支払いの対象です。 

賠償責任事故例 （特約 ※国内のみ示談交渉サービス付） 

日常生活に起因する偶然な事故により､国内外において他人にケガをさせたこともしくは他人の物を壊したこと､または､国内におい
て電車等の運行不能を引き起こしたことについて､法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜示談交渉サービスについて＞ 

●国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。 

●示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者（賠償責任の補償を受けられる方）および被害者の同意が必要となります。 

●この補償の対象となる事故に限ります。 

●賠償責任額が明らかに保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交

渉サービスを受けられません。 

2．事故事例について 

乗物にはねられ

たときのケガ 

駅の改札口を入って
から出るまでのケガ※ 乗物の火災によるケガ 

洗濯機のホースが外れて水漏れし、階下

の洗面所のクロスを汚してしまった。 

自転車を運転中、歩行者にぶつかりケガを

させてしまった。 

散歩中に飼っている犬が通行人に噛みつき、

ケガをさせてしまった。 

買い物中に誤って商品のお皿を落として

壊してしまった。 

https://www.google.co.jp/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ac-illust.com/main/search_result.php%3Fword%3D%25E5%2589%25B2%25E3%2582%258C%25E3%2581%259F%25E7%259A%25BF&ved=2ahUKEwiBvrW8_N_0AhX2wosBHVlqBhwQqoUBegQICBAB&usg=AOvVaw3rxxxKc6zyWqYQccwZg3zO
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被保険者について 
被保険者（保険の補償を受けられる方）の範囲は下表のとおりです。 

下記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 

被保険者の範囲 ご本人＊1 配偶者 その他のご親族＊2 

ご家族でご加入の場合 ファミリー交通傷害保険 ○ ○ ○ 

ご夫婦のみでご加入の場合 ファミリー交通傷害保険+夫婦特約 ○ ○ ― 

ご本人のみでご加入の場合 交通事故傷害保険 ○ ― ― 

賠償責任 特約＊3 ○ ○ ○ 
＊1…加入者証記載の被保険者（本人）の方をいいます。 

＊2…ご本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま」をいいます。ご親族とは、ご本人またはその配偶者の６親等内の血族および
３親等内の姻族をいいます。未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

＊3…ご本人のみ、ご夫婦のみでご契約の場合でも、ご本人、ご本人の配偶者、ご本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま

（下宿されている学生など）」が被保険者となります。なお、被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者
に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。 

（注）「同居」とは、生活の基盤を同一とし、居住空間を共有していることをいいます。また、保険金支払の原因となった事故発生時において、実際に同居

していることが基準となります。 
＜「同居」となる場合の例＞ 

・同一敷地内の別棟（台所など通常の生活用設備を備えている場合を除きます。）に住んでいる場合    

・病院に一時的に入院されている場合  など 
＜「同居」とならない場合の例＞   

・単身赴任、海外赴任している場合 

・介護施設に永続的に入所されている場合  など 

 

 

 
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 

害 

死亡 
保険金 

交通事故等※2 によりケガ※3 をされ、事
故の日からその日を含めて 180 日以内
に死亡された場合 

死亡・後遺障害保険金額の全額 
（注）すでに支払った後遺障害保険金がある場合は､

死亡･後遺障害保険金額からすでに支払った金
額を差し引いた額をお支払いします。 

●被保険者（保険の補償を受けられ
る方）や保険金受取人の故意また
は重大な過失によるケガ 

●ご加入者の故意または重大な過失に
よるケガ（交通事故傷害保険の場
合） 

●けんかや自殺・犯罪行為を行うことに
よるケガ 

●自動車または原動機付自転車の無
資格運転、酒気帯び運転、麻薬等
を使用しての運転中に生じた事故に
よるケガ 

●脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ 
●妊娠、出産、流産、外科的手術など

の医療処置によるケガ 
●地震もしくは噴火またはこれらによる

津波によるケガ 
●戦争、内乱、暴動などによるケガ※5 

●職務として交通乗用具への荷物、貨
物等の積込み作業、積卸し作業ま
たは交通乗用具上での整理作業中
のケガ 

●職務または実習のための船舶搭乗中
のケガ 

●グライダー、飛行船、超軽量動力
機、ジャイロプレーンに乗っている間の
ケガ 

●むちうち症、腰痛その他の症状を訴え
ている場合であっても、それを裏付け
るに足りる医学的他覚所見(注)のな
いもの                          
など 

 
 (注)医学的他覚所見とは、理学的検

査、神経学的検査、臨床検査、画
像検査等により認められる異常所
見をいいます。 

後遺障害 
保険金 

交通事故等※2 によりケガ※3 をされ、事
故の日からその日を含めて 180 日以内

に身体に後遺障害が生じた場合 

後遺障害の程度に応じて、 
死亡・後遺障害保険金額の 4％～100％ 
（注）保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して

死亡･後遺障害保険金額が限度となります。 

入院 
保険金 

交通事故等※2 によりケガ※3 をされ、事
故の日からその日を含めて 180 日以内
に入院された場合 

入院保険金日額×入院日数 
（注 1）事故の日からその日を含めて 180 日を経過し

た後の入院に対しては、入院保険金をお支払
いできません。 

（注 2）入院保険金が支払われる期間中に別の事故
によりケガをされても、入院保険金は重複して
はお支払いできません。 

手術 
保険金 

交通事故等※2によりケガ※3をされ、その
治療のため事故の日からその日を含め
て 180 日以内に病院または診療所に

おいて手術※4 を受けられた場合 

次の金額をお支払いします。 
①入院中(注)に受けた手術の場合 

入院保険金日額×10 
②上記①以外の手術の場合 

入院保険金日額×5 
ただし、１事故につき事故の日からその日を含めて 180
日以内の手術１回に限ります。 

 ＊事故により被ったケガを直接の結果として入院してい

る間をいいます。 

通院 

保険金 

交通事故等※2 によりケガ※3 をされ、事
故の日からその日を含めて 180 日以内
に通院された場合 
なお、通院には往診を含みますが、治
療を伴わない薬剤、診断書、医療器
具等の受領等のためのものは含みませ

ん。 

通院保険金日額×通院日数(90 日限度) 

（注 1）通院保険金が支払われる期間中に別の事故
によりケガをされても、通院保険金は重複して
はお支払いできません。 

（注 2）通院しない場合においても、骨折等のケガをさ
れた場合において、所定の部位※6 を固定する
ために被保険者以外の医師の指示によりギプ

ス等※7 を常時装着したときは、その日数につい
て保険金をお支払いします。 

3．被保険者の範囲について 

4．保険金のお支払いについて※1 



4 

 

賠
償
責
任
保
険
金
（
特
約
） 

（
国
内
の
み
示
談
交
渉
サ
ー
ビ
ス
付
） 

次の偶然な事故により､国内外において

他人にケガをさせたこともしくは他人の物
を壊したこと、または、国内において電車
等の運行不能を引き起こしたことについ

て､法律上の損害賠償責任を負担する
ことによって損害を被った場合 
○被保険者＊（保険の補償を受けら

れる方）の居住の用に供する住宅の所
有､使用または管理に起因する偶然な
事故 

○被保険者＊の日常生活に起因する
偶然な事故 
＊被保険者が責任無能力者である場

合は、その方の親権者・監督義務者
等も被保険者に含みます。ただし、
責任無能力者の方の事故に限りま

す。 

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費

用および緊急措置に要した費用等の合計額 
（注 1）損害賠償金は、1 回の事故につき､賠償責任

保険金額が限度となります。 

（注 2）損害賠償責任の全部または一部を承認しよう
とするときは､あらかじめ共栄火災にご相談くだ
さい｡ 

（注 3）他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払
責任額の合計額が損害額を超えるときは、次
の①・②に掲げる額のいずれかを保険金として

お支払いします。 
①他の保険契約等から保険金または共済金

が支払われていない場合 

・この保険契約の支払責任額 
②他の保険契約等から保険金または共済金

が支払われた場合 
・次の算式によって算出した額。ただし、この
保険契約の支払責任額を限度とします。 

 

＝          － 

 
 
 
 
 
 

 

●ご加入者または被保険者（保険の

補償を受けられる方）の故意による
損害賠償責任 

●地震もしくは噴火またはこれらによる

津波による損害賠償責任 
●戦争、内乱、暴動などによる損害賠

償責任※5 

●職務遂行に直接起因する損害賠償
責任（被保険者がゴルフの競技また
は指導を職業としていない場合、職

務としてのゴルフは補償対象になりま
す。） 

●被保険者と同居する親族に対する損

害賠償責任 
●他人からの預かり物の損害に対する

損害賠償責任 

●心神喪失に起因する損害賠償責任 
●自動車等の所有、使用または管理に

起因する損害賠償責任 

など 

 

※1 この保険は保険期間中の交通事故等によるケガを補償の対象とする商品です。病気は補償の対象となりません。 

※2 交通事故等とは以下のものをいいます。 
●運行中の乗物（自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など）との衝突、接触などの事故 ●運行中の乗物（自動車・自転車、電車、バス、航空機、

船舶など）の火災、爆発などの事故 ●運行中の乗物に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故＊ ●乗客として駅などの改札口を入ってから出るまでの乗降
場構内における急激かつ偶然な外来の事故＊  ●作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触などの事故 ●作業機械とし
てのみ使用されている工作用自動車の火災、爆発などの事故 ●乗物の火災による事故 

※3 ケガには､有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます｡ただし､細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 
※4 対象となる手術は以下の①・②とします。 

①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯などお支払い対象外の手術

があります。 
②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為などお支払い対象外となるものがあります。 

※5 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガ、損害賠償責任は補償の対象となります。 

※6 所定の部位とは肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の３大関節部分、肋骨（ろっこつ）、胸骨等の保険約款に記載の部位をいいます。 
※7 ギプス（キャスト）、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子（シーネ、スプリント）固定、創外固定器、ＰＴＢキャスト、ＰＴＢブレース、線副子等およびハローベスト

をいいます。 

＊「急激かつ偶然な外来の事故」とは・・・下記３項目を全て満たす場合をいいます。 
○急激性＝突発的に発生し､事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと 
○偶然性＝事故発生が予知できない､意思に基づかないもの 

○外来性＝身体の外部からの作用によるもの 
＜上記３項目に該当しない例＞ 

日焼け､熱中症､低温やけど､しもやけ､くつずれ､アレルギー性皮膚炎､疲労骨折、骨粗しょう症による骨折､腱鞘炎､慢性の関節炎､肩凝り､テニス肘､野球肩､

慢性疲労･筋肉痛(反復性の原因によるもの)､疾病などは｢急激かつ偶然な外来の事故によるケガ｣に該当しないため､保険金支払の対象となりません。 
 

この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります（スケートボード、原動機を用いないキックボード、ストライダー等）。詳しくは取扱代理店または共栄火災

営業店までお問い合わせください。 
 

保険金 
の額 

損害 
の額 

他の保険
契約等か
ら支払わ
れた保険
金または
共済金の
合計額 
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保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は 

商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマーセンターまでご連絡ください。 

カスタマーセンター ０１２０－７１９－１１２〔通話料無料〕 ［受付時間］ 平日 午前９：００～午後６：００ 

※お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。 

もしも事故が起こったら・・・ 

すみやかに共栄火災営業店、取扱代理店または下記までご連絡ください。 

２４時間３６５日事故受付サービス「あんしんほっとライン」 ０１２０－０４４－０７７〔通話料無料〕 

 

 

【お問い合わせ先】 

取扱代理店 引受保険会社 

光が丘興産株式会社 
保険部 

〒179－0075  

東京都練馬区高松 5－8－40 J－CITY18 階 

TEL: 03—5372—4630 

共栄火災海上保険株式会社 
本店営業部 営業第三課 

〒105－8604 東京都港区新橋 1－18－6 

TEL: 03－3504－0824 

営業時間: 9:00～16:45 

https://www.kyoeikasai.co.jp/ 

 25-2031 

 

5．その他 


